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1 本債券内容説明書(以下「本説明書」という。)において記載する「第25回大阪府住宅供給公社債券」

(以下「本債券」という。)は、地方住宅供給公社法(以下「公社法」という。)第33条の2に基づき、

大阪府住宅供給公社(以下「当公社」という。)が理事会の議決により、発行する債券です。 

 

2 本債券は、大阪府(以下「府」という。)の損失補償が付されていない公募債券です。 

  

3 本債券については、金融商品取引法第3条の規定が適用されることから、同法第2章の規定は適用

されず、その募集について同法第4条第1項の規定による届出は必要とされません。 

本説明書は、当公社の業務、財務の内容等について、公社法第32条に定める財務諸表、業務報告書

等をもとに、当公社が任意に作成したものであり、金融商品取引法第13条第1項の規定に基づく目

論見書ではありません。 

 

4 当公社の財務諸表は、公社法、地方住宅供給公社法施行規則(以下「公社法施行規則」という。)及

び地方住宅供給公社会計基準等に依拠して作成され、公社法で規定する当公社監事による意見を付

した上で、大阪府知事へ提出しているものです。 

 なお、上記の財務諸表はいずれも金融商品取引法第 193 条の 2第 1 項の規定は適用されないため、

同条に基づく公認会計士又は監査法人による監査証明は求められていません。 

 

 

 

本説明書に関するお問い合わせ先 

大阪市中央区今橋2-3-21  

大阪府住宅供給公社  

総務企画部 財務課 財務・会計グループ 

電話番号 06-7652-5861(直通) 

Email zaimu@osaka-kousha.or.jp 



手数料など諸費用について 

◼  本債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

ご投資にあたってのリスク等 

◼  本債券の価格は金利変動等に対して上下しますので、償還日より前に売却・換
金する場合、投資元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化によ
り流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却・換金することができない
可能性があります。 

◼  本債券の発行者である大阪府住宅供給公社の信用状況の変化及びそれに関す
る外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

債券内容説明書について 

◼  債券内容説明書に記載された内容については、訂正されることがあります。 

◼  本債券のお申し込みにあたっては、債券内容説明書をご覧の上、内容を十分に
読み、お客様のご判断と責任に基づいてご契約下さい。 

◼  当公社に関する詳しい情報及びその業務の特徴の正確な理解のためには債券

内容説明書の「第二部 法人情報」をご参照下さい。 

◼  債券内容説明書は、インターネット上のウェブサイト（https://www.osaka-
kousha.or.jp/x-ir/investor.html）において閲覧可能です。 

◼  本債券のお申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読み下さい。 

◼  債券内容説明書のご請求・お問い合わせは、下記の取扱金融商品取引業者まで
お願いいたします。 

取扱金融商品取引業者 

商号等/ 登録番号  

加入協会 

日本証券業 

協会 

一般社団法人 

資産運用業 

協会 

一般社団法人 

金融先物 

取引業協会 

一般社団法人 

第二種金融商

品取引業協会 

一般社団法人 

日本 STO 協会 

大和証券株式会社  
金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第 108 号 

○ ○ ○ ○ ○ 

みずほ証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第 94 号 

○ ○ ○ ○ ○ 

野村證券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第 142 号 

○ ○ ○ ○ ○ 
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